
　

浄
化
槽
は
適
正
に
維
持
管
理
さ

れ
て
い
な
い
と
、
放
流
水
質
が
悪

化
し
て
、
身
近
な
生
活
環
境
に
悪

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
浄
化
槽
法
に
よ
っ
て

浄
化
槽
の
設
置
者
は
、
次
の
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
保
守
点
検
の
実
施

　

浄
化
槽
が
正
常
に
働
く
よ
う
に

装
置
の
調
整
・
修
理
・
消
毒
剤
の

補
充
等
を
行
う
作
業
で
、
処
理
方

式
や
規
模
に
よ
っ
て
点
検
回
数
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
守
点
検

は
県
の
登
録
業
者
が
行
い
ま
す
。

○
清
掃
の
実
施

　

汚
泥
の
引
き
抜
き
や
機
器
類
の

洗
浄
を
行
う
作
業
で
す
。
清
掃
は

市
の
許
可
業
者
が
行
い
ま
す
。

○
法
定
検
査
の
実
施

　

保
守
点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行

わ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
し
く

発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
検
査
で
す
。
法
定
検
査
は

県
の
指
定
を
受
け
た
㈳
愛
媛
県
浄

化
槽
管
理
セ
ン
タ
ー
（
ＴＥＬ
０
８
９

－

９
２
５

－
８
１
６
８
）
が
行
い

ま
す
。

　

検
査
前
に
同
セ
ン
タ
ー
か
ら
法

定
検
査
実
施
の
案
内
（
は
が
き
）

が
届
き
ま
す
の
で
、
必
ず
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
の
使
用

開
始
後
、
３
カ
月
経
過
し
た
日

か
ら
５
カ
月
の
間
に
検
査
を
行

い
、
そ
の
後
、
毎
年
１
回
の
検

査
が
必
要
で
す
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
衛
生
課　

衛
生
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
６
１

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

生
活
環
境
係
（
東
予
）

　

市
民
生
活
係
（
丹
原
・
小
松
）

  【
ご
み
収
集
の
休
み
】

　

秋
祭
り
期
間
中
は
、
収
集
車
の

走
行
が
困
難
と
な
り
ま
す
の
で
、

次
の
日
程
・
区
域
で
ご
み
収
集
を

休
み
ま
す
。

○
旧
西
条
市
区
域

　

10
月
15
日
㈬
・
16
日
㈭

○
旧
東
予
市
区
域

　

10
月
16
日
㈭

○
旧
小
松
町
区
域

　

10
月
15
日
㈬
～
17
日
㈮

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
管
理
し
て

い
る
方
へ

　

収
集
休
み
を
周
知
す
る
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
用
の
チ
ラ
シ
を
、
担
当
課

窓
口
と
各
公
民
館
に
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

  【
し
尿
く
み
取
り
の
休
み
】

　

秋
祭
り
期
間
中
は
、
左
表
の
日

程
で
各
業
者
が
お
休
み
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
秋
祭
り
の
時
期
は
、

く
み
取
り
の
依
頼
が
集
中
し
や
す

い
の
で
、
早
め
に
業
者
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

  【
問
合
せ
】

○
市
庁
舎
別
館
衛
生
課

　

廃
棄
物
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
８

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

生
活
環
境
係
（
東
予
）

　

市
民
生
活
係
（
丹
原
・
小
松
）

浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を

行
い
ま
し
ょ
う

ご
み
収
集
・
し
尿
く
み
取
り

秋
祭
り
期
間
中
お
休
み
し
ま
す

■し尿くみ取り業者の休業予定期間

西条環境整備企業組合　℡0897－55－3244
㈲石鎚スカイクリーン　℡0897－57－7655
周桑衛生企業組合　　　℡0898－65－5659
㈲三芳衛生社　　　　　℡0898－66－4098
㈲丹原清掃社　　　　　℡0898－68－5015
ヒカリ環境開発㈲　　　℡0898－68－6533
周桑衛生企業組合　　　℡0898－65－5659
㈱小松協同企業　　　　℡0898－72－4498

10月15日・16日
10月12日～15日
10月16日・17日
10月15日～17日
10月15日・16日

10月16日・17日

な　　し

旧西条市

旧東予市

旧丹原町

旧小松町

担当区域 業　　者　　名 休 業 期 間
※日曜日は定休日

LG Electronics Japan㈱
エレクトロラックス・ジャパン㈱
大阪ガス㈱
オリオン電機㈱
クリナップ㈱
㈱コロナ

ダイキン工業㈱
髙木産業㈱
東京ガス㈱
㈱東芝
東芝キャリア㈱
東芝ホームアプライアンス㈱

東邦ガス㈱
ドメティック㈱
日本サムスン㈱
日本ビクター㈱
松下電器産業㈱
森田電工㈱

ヤンマーエネルギーシステム㈱

ジーイー・エンジンサービス
・ディストリビューション・
ジャパン㈱

三洋電機㈱ ㈱トヨトミ ㈱日立リビングサプライ 三菱電機エンジニアリング㈱
シャープ㈱ ㈱ノーリツ ㈱日立ハウステック ㈱良品計画
ソニー㈱ ハイアルジャパンセールス㈱ ㈱富士通ゼネラル リンナイ㈱
ソニー㈱（アイワ） パイオニア㈱ 船井電機㈱ 指定法人（ＮＥＣ）
大宇電子ジャパン㈱ 日立アプライアンス㈱ 三菱重工空調システム㈱ 指定法人（その他）
㈱長府製作所 ㈱日立情映テック 三菱電機㈱

　家電リサイクル法の対象となる家電４品目（家庭用エアコン、ブラ
ウン管式のテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）の処理について、Ａグ
ループに属するメーカー製品の指定引取場所が変わりました。
　家電４品目を処分する場合は、郵便局でリサイクル料金を振込み、
メーカーごとに定められた指定引取場所へ持ち込んでください。

問合せ　市庁舎別館衛生課
　　　　廃棄物対策係　℡0897－52－1338

Ａグループ

Ｂグループ

指定引取場所：四国梱包運送㈱　　新居浜市黒島１－１－15　℡0897－45－2000

指定引取場所：四国西濃運輸㈱新居浜営業所　　西条市飯岡1370　℡0897－56－7088

広報さいじょう　2008　10月号15


